
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年３月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年７月４日 ０１時３０分ごろ 

発生場所 愛媛県今治
いまばり

市伯方
は か た

島トウビョウ鼻北東方沖  

 伊予北浦港北浦防波堤北灯台から真方位０７０°１,１５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１４.５′ 東経１３３°０６.６′） 

事故の概要 引船第二十八和
かず

丸は、台船Ｋ－７７をえい
．．

航して東進中、浅所に乗

り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年１１月７日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第二十八和丸、１９トン 

  ２８０－４０１６３広島、坂本海運株式会社 

Ｂ 台船 Ｋ－７７、総トン数不詳（全長４５.００ｍ） 

  なし、光洋工業株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船底外板に擦過傷 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、Ｂ船をえい
．．

航して引船列（以下

「Ａ船引船列」という。）を構成し、単独の船橋当直についていた船

長が、レーダー及び目視で左舷方に数隻の操業中の漁船の灯火を認め

たので、機関を半速力前進とし、約２～３ノット（kn）の速力（対地

速力、以下同じ。）で手動操舵により東進した。 

 Ａ船引船列は、漁船１隻との距離が約２００ｍとなり、漁船がＡ船

に向けて更に接近してきたので、船長が漁船との距離を保つ目的で速

力を約１～２kn に減速して右舵を取り、進路を南側に寄せて東進中、

トウビョウ鼻北東方沖の浅所に乗り揚げた。 

 本船の喫水は、船首約１.２５ｍ、船尾約３.２０ｍであった。 

 船長は、浅所の位置が表示されているＧＰＳプロッターを見ていた

ものの、漁船の動向に注意を向けていたので、浅所に近づいているこ

とに気付かなかったと本事故後に思った。 

分析  

 

 Ａ船引船列は、トウビョウ鼻北東方沖を東進中、左舷方から接近す

る漁船との距離を保つ目的で進路を南側に寄せた際、船長が、同漁船

の動向に注意を向け、ＧＰＳプロッターによる船位の確認を適切に行

っていなかったことから、浅所に接近していることに気付かず、浅所



 

に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船引船列が、トウビョウ鼻北東方沖を東進中、

左舷方から接近する漁船との距離を保つ目的で進路を南側に寄せた

際、船長が、同漁船の動向に注意を向け、ＧＰＳプロッターによる船

位の確認を適切に行っていなかったため、浅所に接近していることに

気付かず、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・他船を避けるなどして進路を変更する際は、他船の動向のみに気

をとられることなく、ＧＰＳプロッター等による船位の確認を適

切に行うこと。 

 


